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さいたま市長６月定例記者会見 

平成２３年６月３日（金曜日） 

午後１時３０分開会 

 

〇 進  行   それでは、定刻となりましたので、市長定例記者会見を始めさせていた

だきます。 

         記者クラブ幹事社のテレビ埼玉さん、進行のほうよろしくお願いいたし

ます。 

〇テレビ埼玉   ６月の幹事社を務めますテレビ埼玉と申します。よろしくお願いします。 

         それでは、本日の記者会見内容につきまして市長から説明をお願いしま

す。 

〇 市  長   皆さん、こんにちは。まず、本題に入る前にエピソードを１つご紹介を

したいと思います。 

         一昨日の６月１日に日帰りで東北の被災地を訪問し、応援業務のため仙

台市に派遣をしました本市の職員にも話を聞くことができました。彼は、

被害を受けた家屋の実態を調べるため、被災地を歩いて１軒１軒調べて回

っているそうですが、その話をしているうちに、私の目の前で感きわまっ

て涙を流されました。現地では、それほど悲惨な状態が続いているという

ことなのでしょう。私は、彼の心中の痛みを間近で感じ、改めて被災地支

援の取り組みをこれからも長期にわたって続けていかなければならないと

痛感をしました。折に触れ何度も申し上げておりますが、さいたま市は被

災地と心を一つに合わせ、ともに明日へ向かって支援を続けてまいりたい

と思います。 

         

 

 

         それでは、議題の説明に移ります。本日の議題は３件です。 

         初めに、議題１、さいたま市議会６月定例会提出議案についてご説明を

いたします。 

         ６月の８日より平成２３年さいたま市議会６月定例会を開会いたします。

本定例会は、予算議案、条例議案などの議案を提出いたします。本定例会

市長発表 

議題１：「さいたま市議会６月定例会提出議案について」 
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の議案は、合計で２６件を予定しており、その内訳は、予算議案３件、条

例議案１３件、一般議案４件、道路議案２件、人事議案４件であります。

予算議案では、一般会計補正予算２議案のほか、下水道事業会計補正予算

の合計３議案であります。 

         なお、後に説明をさせていただきますが、東日本大震災を踏まえ、本市

としても市民生活の安全安心を確保するために、「安心安全な市民生活の確

保」、「被災地支援対策」、「節電・エネルギー対策」、「経済対策」の４つの

基本的な柱から成る「災害復旧・復興対策」を取りまとめたところであり

ます。 

今後は、できるところから取り組みを進めてまいりますが、今回の補正

予算にもこの対策に基づいた内容を計上させていただいております。 

         予算議案の主な内容は、一般会計では、議案第７５号では、先ほど申し

上げました取り組みとなっておりますが、災害対策として、避難所機能を

有している大宮中部公民館の耐震化を前倒し実施する経費、東日本大震災

に伴う電力不足に対応するための節電対策として、公衆街路灯などのＬＥ

Ｄ化に要する経費、住宅の太陽光発電設備並びに省エネ節電対策設備の設

置補助、中小企業の生産活動に影響が出ないよう自家発電機や蓄電施設な

どの設備投資に係る融資制度の新設に伴う補正などをお願いしております。 

         また、議案第７６号では、防災対策として、移動系防災行政無線のデジ

タル化再構築整備経費及び消防ポンプ自動車などの消防装備等整備経費、

東日本大震災によって損壊し、使用できなくなりました栄小学校校舎の復

旧等に要する経費、平成２２年度子ども手当法を６カ月延長する「つなぎ

法」成立に伴い、３歳未満児への支給額を２２年度と同額にするとともに、

費用負担割合に沿った地方負担の計上、武蔵浦和駅第３街区市街地再開発

事業に係る再開発組合への補助経費などであります。 

         下水道事業会計では、埼玉県から返還された流域下水道維持管理負担金

を一般会計に返還する経費の補正であります。 

         なお、補正額は一般会計で、議案第７５号は８億６，４６１万６，０００円、

議案第７６号はマイナス５億６，２７８万円、企業会計では４３億６３８万

９，０００円、補正額合計で４６億８２２万５，０００円、これにより予

算総額全体は７，５９９億６，８２１万７，０００円となるものでありま
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す。 

         次に、条例議案は１３議案でありますが、主なものといたしましては、

東日本大震災の被災者の方々の負担の軽減を図るための「さいたま市市税

条例の一部を改正する条例の制定について」、休日等の見直しを行うととも

に武蔵浦和駅前に開設予定の複合施設に図書館を設置するための「さいた

ま市図書館条例の一部を改正する条例の制定について」、また指定管理者に

施設の管理運営や利用の承認等を行わせるための「さいたま市六日町山の

家条例、さいたま市農村広場条例、さいたま市大宮花の丘農林公苑条例の

３条例の一部改正」であります。 

         一般議案は４議案でありますが、主なものといたしましては、民間事業

者が「さいたま新都心第８―１Ａ街区整備事業」から撤退したことに伴う

「和解について」で、和解内容につきましては、民間事業者は損害賠償金

として合計９，９００万円を支払うとするものであります。 

         そのほか、道路の認定・廃止に係る２議案、教育委員会委員の任命に係

る１議案、人権擁護委員候補者の推薦に係る３議案を予定しております。 

         なお、予算議案において、東日本大震災にかかわる災害対策に要する経

費についてご説明をさせていただきましたが、引き続き「東日本大震災に

伴う災害復旧・復興対策」についてご説明させていただきます。 

         配付をいたしました「東日本大震災に伴う災害復旧・復興対策」のレジ

ュメは、３月１１日の震災発生以後からの本市における災害復旧・復興対

策の基本的枠組みを示すとともに、６月時点までの本市の震災にかかわる

復旧・復興対策をまとめたものでございます。 

         構成といたしましては、４つの柱立てといたしまして、被害の大きかっ

た栄小学校を初めとする公共施設の復旧業務などをまとめた「安心安全な

市民生活の確保」、被災地への人的・物的等の支援をまとめた「被災地支援

対策」、夏場に向けた節電対策等をまとめた「節電・エネルギー対策」、経

営面で様々な影響を受けている中小企業や消費意欲の減少により沈滞化し

ている地域経済の活性化に向けた支援策等をまとめました「経済対策」と

なっております。 

         経費といたしましては、６月時点で２２億５，７２９万円となり、うち

６月議会で補正をお願いしております経費として、９億４，６６９万
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８，０００円となっております。 

         今後、本対策につきましては必要に応じて具体策を追加していくものと

考えております。 

         議案１については以上です。 

 

 

         続きまして、議案２、「国内初のスポーツコミッションを設立します」に

ついてご説明をいたします。 

スポーツコミッションとは、スポーツの分野で新たな観光、交流人口の

拡大を図るため、スポーツによるシティセールスや関連マーケティング活

動を専門的に展開する組織であります。 

         さいたま市では、本年１０月に設立いたします。 

この分野の先進国でありますアメリカでは、５００以上の組織が存在し、

またヨーロッパやカナダにおきましても同様の組織が活動しており、それ

ぞれの都市でスポーツイベントの誘致、開催を競い合っております。 

         しかし、日本国内ではさいたま市が初の本格的スポーツコミッションを

立ち上げることになります。 

さいたまスポーツコミッションには、大きく分けて２つの役割がござい

ます。その１つが、スポーツ大会・スポーツイベント誘致のプロモーター

としての役割であります。２つ目が、スポーツ大会・スポーツイベントの

受け入れコーディネーターとしての役割でございます。 

         プロモーターとしての役割は、具体的にはプロ、アマを問わず、各種の

スポーツ団体や大会主催者などに対して積極的なプロモーション活動を行

い、スポーツ大会やスポーツイベントを本市に誘致し、地域経済の活性化

を果たすものでございます。 

         コーディネーターとしての役割は、スポーツイベント開催に伴う宿泊や

交通の手配、各種の手続業務、スポーツボランティアを活用した大会運営

の支援などのサービスをワンストップで担うというものでございます。 

         これらの役割を通じて、「さいたまスポーツコミッション」は「スポーツ

による地域経済活性化のエンジン」として活動を展開してまいりますが、

既に本年４月から社団法人さいたま観光コンベンションビューロー内に担

市長発表 

議題２：「国内初のスポーツコミッションを設立します」 
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当職員を配置し、１０月の設立に向けた準備作業を行い、並行してスポー

ツ大会誘致の活動準備を開始しています。 

         議題２については以上です。 

 

 

         続きまして議題３、「さいたま市ボランティアバスを運行します」につい

てご説明いたします。この事業は、東日本大震災により大きな被害を受け

た被災地、被災された方々を支援するため、さいたま市とさいたま市社会

福祉協議会の共催により募集したボランティアを現地まで運ぶボランティ

ア・バスを運行し、被災地におけるボランティアの活動を支援するもので

ございます。 

         実施期間は、６月中旬から下旬にかけて計３回の運行で、車中１泊を含

む２泊３日となっております。 

各回とも市役所前を午後１０時に出発し、翌日から丸２日間活動を行っ

た後、３日目の夕刻に現地を発ち、午後１１時にさいたま市へ帰着する予

定であります。 

         活動場所は宮城県内で、現在宮城県災害ボランティアセンターと調整を

行っておりますが、石巻市を中心として活動する予定となっております。 

         ボランティア活動の内容は、重機で作業した後の瓦れきの撤去、家屋の

清掃、側溝の清掃等を予定しておりますが、具体的には被災地の依頼に沿

って作業を行ってまいるつもりでございます。 

         募集定員は、各回とも３０名、大型バス１台でございます。食費、宿泊

費、作業に要する装備品等は参加者の負担とし、移動に要するバスの運行

費用とボランティア保険につきましては主催者側で負担をいたします。各

回とも市職員１名ないし２名及び市社会福祉協議会職員２名が同行いたし

ます。 

         この事業へ参加を希望する方は、市社会福祉協議会へはがきかファクス

で申し込みをしてください。 

今後は、夏休み期間終了後、災害ボランティアの不足が見込まれる９月

の上旬から下旬にかけて、第２回目の事業を実施することといたしており

ます。 

市長発表 

議題３：「さいたま市ボランティアバスを運行します」
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         私からの説明は以上です。 

 

 

〇テレビ埼玉   ありがとうございました。 

         初めに、ちょっと幹事社のほうから質問させていただきます。スポーツ

コミッション、国内初ということなんですけれども、これ割引とか、その

会場費を割り引くであるとか、コミッションを利用することで、どのよう

なロイヤルティーを考えていらっしゃるんでしょうか。 

〇 市  長   割引等について、具体的な誘致をするため補助も含めた対応については、

まだ詳細には決まっておりません。 

今後そういったことも含めていろいろ検討していこうと思っております

が、いずれにしましても大きな大会が来たときに、さいたま市内で、試合

をやることだけではなくて、それに付随するいろんな宿泊先あるいは練習

場の確保だとか、附帯するものをしっかりとコーディネートをするという

役割が１つ大きなものとしてあると思います。 

〇テレビ埼玉   これまでもバレーボールだとか誘致活動を続けてきたと思うんですけど

も、それの継続的な部分でコミッションの設立という感じになったんです

か。 

〇 市  長   そうですね、バレーボールということだけではなくいろんなスポーツが

さいたま市は盛んでございますので、そういったスポーツの全国大会ある

いは国際的な大会も含めて積極的に誘致をし、開催をしていきたいと思っ

ております。 

〇テレビ埼玉   はい、わかりました。 

         市長からの説明について各社さん質問があればお願いします。 

〇 朝日新聞   済みません、朝日新聞です。 

         先ほどのスポーツコミッションに関してですけど、特にこのスポーツコ

ミッション立ち上げてからですね、市長が一番力を入れたいスポーツの競

技、一番誘致したい競技の種目ですね、というのはどういうのがあるんで

しょうか。 

〇 市  長   そうですね、１つはさいたま市の施設ではありませんけども、埼玉スタ

ジアム２００２がありますから、やはりサッカーというものは私たちにと

議題に関する質問 
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っても大変重要だと思いますので、今駒場のスタジアムの改修などを行わ

せていただいていますけども、できれば、例えば駒場スタジアムなどにつ

いては女子サッカーの聖地にしたいという思いもありますので、女子サッ

カーの国内あるいは国際的な大会を誘致をしていきたいとは思います。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         ボランティア・バスなんですけれども、これは県内の自治体では初めて

なのかということと、他の政令市ではやられているかどうかご存じでした

らお伺いしたいんです。 

〇 事務局    済みません、福祉総務課です。 

         ほかには福岡市とか、あと神奈川県でもやっております。あと、東京都

がやっています。あとは、政令市では大阪市ですね。近隣では富士見市さ

んの社協さんとかですね。 

〇 東京新聞   東京新聞です。 

         バスの運行費用とかボランティア保険を出すというのは、自治体として

は珍しいことなのかということと、あとこれ費用については６月補正とか

では入っていないんでしょうか。 

〇 市  長   まず、後半の財源ということについてはですね、社会福祉協議会が被災

地支援のために清掃関係の５つの団体と個人から受けた寄附金を財源とし

て実施をさせていただくということでございます。 

〇 東京新聞   保険とかを自治体が負担するのが珍しいのかと思ったんですけど、そう

いうことでしたら、じゃ自治体の負担というよりは、その寄附とか、そう

いうのもということですか。 

〇 市  長   そうですね、財源としてはそういうことになります。 

〇テレビ埼玉   済みません、関連してボランティア・バスについてお伺いしたいんです

けれども、これの多分社協さんが前回やったやつだと、３０人の応募に対

してかなり多くの参加希望者が集まったということなんですけれども、そ

れを踏まえて今回３期のやつを新たにしたという感じなんでしょうか。 

〇 市  長   そうですね、ちょうど先般の５月の連休を境に少しボランティアの数も

減少傾向にあるというようなことも踏まえてですね、まだボランティアと

して協力をしたいという思いを持っている市民の方々あるいはそれ以外の

方々も含めていらっしゃると聞いておりますので、ボランティアが少ない
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時期だからこそやろうということでやることにしております。 

〇 ＮＨＫ    ＮＨＫです。 

         予定されている期間が平日の３日間とかなんですけれども、参加者とし

てはどのような方を想像されていますか。会社休まないといけないという

か、普通の人、結構行きにくいのかなと思って。 

〇 市  長   そうですね、当然休暇をとっていただく方もいらっしゃると思いますし、

あるいは学生さんであるとか、そういった方々が中心になってくるんでは

ないかと思いますけども、逆に休日じゃないというのは、平日がボランテ

ィア活動をする方々の人数が少なくなってしまうということもありました

ので、平日にやらせていただくと。 

〇 ＮＨＫ    それで、何か、例えば高校だとか、市内にある埼玉大学とかと協力して

学生が団体で行くとか、そういった連携とかというのは特には今回はない

んでしょうか。 

〇 市  長   今のところは、まだ具体的なものとしては考えておりませんので、市内

に大学が１０あったりもしますんで、そういったところなどにもいろいろ

ご案内等はしていきたいと思います。 

〇日本経済新聞  日経ですが、補正予算ですけれども、財源の捻出というのは苦労された

んでしょうか。震災関係で９億円ほど盛り込まれていますけれども、これ

はとらなきゃいけない対策を最大限に盛り込めた予算の内容になっている

のかどうか、その辺を市長ご自身の評価を教えてもらいませんか。 

〇 市  長   まず、後半のほうからお話をしますと、基本的にはこの災害対策として、

これまでもやってきましたけれども、まず、すぐ取り組める、そういった

ものを補正予算として上げさせていただきましたので、今後もさらに災害

対策等でかかる費用が出てくると思いますので、随時必要なものについて

は補正予算対応を検討していきたいと思っていますけど。 

         後半の財源……。（事務局に） 

〇 事務局    財政課でございます。 

         今回の補正に関しましては、国の補助金やグリーン（会見後補足）ニュ

ーディール基金からの活用もございますし、またこれまでの取り組みでも

（会見後補足）一般財源の負担を極力抑えるということで災害復旧に関し

ましては、国から交付税措置のある災害復旧事業債とか、そういったもの
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を活用させていただいています。 

〇テレビ埼玉   ほかに質問は。ないようなので、幹事社質問に移らせていただきます。

まとめて質問させていただきます。          

 

 

 

 

まず、１点目が、８―１Ａ街区に医療施設を誘致ということが決まりま

したけれども、きのう発表のあったプロジェクト支援を含めてですね、さ

いたま市として取り組む部分について、より細かいビジョンを聞かせてく

ださい。 

         ２点目といたしましては、さいたま市長就任から２年がたちますが、こ

れまでの自己採点とですね、今後の抱負についてお願いします。 

〇 市  長   それでは、まず最初のさいたま新都心第８―１Ａ街区についてお答えを

したいと思います。 

         さいたま新都心第８―１Ａ街区につきましては、昨日上田知事と共同記

者会見を行ったところでございますが、改めてご説明を申し上げたいと思

います。 

このたびの当街区につきましては、「日赤病院」と「県立小児医療センタ

ー」を移転し、両病院を核として一体的な整備を進める方向となりました。

「日赤病院」の移転につきましては、昨年来三者協議会におきまして案の

一つとして検討を進めておりましたが、そうした中、上田知事から「日赤

病院」と「県立小児医療センター」による「安心・安全」を基本コンセプ

トとするまちづくりのご提案をいただき、市としてもこれに賛同し、取り

組んでまいりたいと考えております。 

         当街区への両病院を移転することによりまして、新たな医療拠点を形成

し、病院間の連携による地域医療の充実、また高度化が図れるとともに、

市民、県民に対しましても医療満足度を高めることができるものと考えて

おります。 

         さらには、災害拠点病院として指定されております「日赤病院」の移転

により、防災活動拠点施設であります、「さいたまスーパーアリーナ」等と

幹事社質問： 

① さいたま新都心８－１Ａ街区の今後についての市長の見解は。 

② 市長発表就任後の２年を振り返っての感想と今後の抱負は。 
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のさらなる連携を図ることができ、さいたま新都心の広域防災拠点として

の機能がより一層強化されるものと考えております。 

         また、本市といたしましては、これまで三者で協議をしながらにぎわい

の創出に寄与することなどを目的に市施設を導入することとしておりまし

たけれども、今後におきましても病院機能との整合性等を図りつつ、知事

からありました「安心・安全」のための機能の付加という観点を踏まえ、

早急に検討を進めているところでございます。 

今のところは、街区整備イメージが固まり、三者の意見が一致したばか

りの段階でございますので、今後とも埼玉県・都市再生機構と連携を図り

ながら、当街区のまちづくりに全力で取り組んでまいりたいと思います。 

         また、引き続き市民の皆様を初め関係各位のご理解とご協力を賜ります

ようお願いを申し上げます。 

         次に、「市長就任から２年を振り返って」ということでございますけれど

も、平成２１年５月２７日に市長に就任して、早くも２年が経過をしたと

ころでございます。 

この間、市民、議員の皆様、市の職員、そして市政を市民に伝えていた

だきました記者クラブの皆様にもさまざまな面でご理解、ご協力をいただ

きまして、改めて感謝を申し上げたいと思います。 

         私は、就任以来、「責任と共感・共汗」、「徹底した現場主義」、「公平・公

正・開かれた市政」の３つを基本姿勢として、「子どもが輝く絆で結ばれた

まち」を実現するという市民との約束を実現するために全力で取り組んで

まいりました。 

         また、市民との約束でありますマニフェストを着実に実現するため、マ

ニフェストをベースとした、「しあわせ倍増プラン２００９」を就任してか

ら半年で策定し、１３９事業について４年間の目標と工程表を明確にいた

しました。 

         ２年間での成果を幾つかご紹介しますと、例えば認可保育所やナーサリ

ールームを積極的に整備し、定員、ここですけれども（パネルを指差す）、

２，０００名ふやしたことで、待機児童の数が３年前から比べますと、３年

前の２１９名から１４３名ということで約３分の２に減少してきておりま

す。 
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         また、地域（会見後補足）包括支援センターを年末年始を除いて年中無

休にし、休日でも相談に対応できるようにしたり、配食サービスを週５日

にして、ひとり暮らしの高齢者の方々が寂しい思いをしないよう、また不

安にならないようにする取り組みも充実を図ってまいりました。 

         また、高齢者の方々が買い物に出かける機会をふやすとともに、市内の

商店街が活性化するようにということで取り組みました、これですね（パ

ネルを指差す）、シルバー元気応援ショップ制度をつくりましたけれども、

昨年度末の時点で９０２店舗に登録をいただきました。 

また、子供からお年寄りまでの多世代にわたって身近なところで会話や

スポーツを楽しめるようにということで、公園や多目的広場の整備を進め

てきた結果、歩いていける公園がない地域も徐々に減ってきております。 

これ以外にもですね、土曜チャレンジスクールはゼロから昨年度までで

３０校、今年度にはプラス５０校ということで８０校で実施をさせていた

だく予定にしております。また、電気自動車の普及促進を図りました、「Ｅ

―ＫＩＺＵＮＡ Ｐｒｏｊｅｃｔ」の推進、また「スポーツ振興まちづく

り条例」あるいは「ノーマライゼーション条例」の制定といった取り組み

も実現し、しあわせ倍増プランに掲げているものとしては、おおむね８割

はこのマニフェストの工程表に沿って進んできております。 

         また、市民の皆さんのしあわせ倍増実現をするために、少ない予算で大

きな効果を生む生産性の高い都市経営を実現する必要があるということで、

その基盤となる職員一人一人の意識改革についても、昨年度に職員が実践

した業務改善の件数、これはここですね（パネルを指差す）。平成２０年は

３９８件だったんですけれども、就任をした２１年は１，３３８件、昨年

は５，００２件ということで、一人一人の職員が改善に取り組もうという

意識も少しずつ芽生えてきているというようなことは言えるんだろうと思

っております。 

         さらに、「行財政改革公開審議」を開催し、市民の皆様のご意見も参考に

させていただいた上で、昨年の１２月に「行財政改革推進プラン２０１０」

を策定をしたところであり、本市の行財政改革に一定の道筋をつけること

ができたと考えております。 

         これまでの２年間では十分にまだ成果が見えていないという課題もござ
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います。１つは、「大宮駅東口の再開発」あるいは「地下鉄７号線」という

ことで、これも引き続き取り組んではいるところでありますけれども、目

に見える形でということになりますと、少し時間がかかっているという状

況がございます。こうした中、今回、東日本の大震災ということがござい

まして、これからさらに災害に強いまちづくりをどのように構築していく

のかということが大変大きな課題であり、これらについてもしっかりと取

り組んでいきたいと考えております。 

これからの２年は、１つとしては「防災対策」、「環境未来都市の構築」、

「新しい公共」という絆の強化、「分権型社会への転換」など「震災後」と

いう大きな社会の枠組みの転換への対応ということに取り組んでいかなけ

ればならないと考えています。 

         ２つ目としては、子育世代への支援、高齢者の孤立化の防止など深刻な

人口減少社会への対応ということが必要だと考えています。 

         そして、３番目として、東日本のゲートウエイとしての地位の確立、さ

いたま市のブランド向上など、誕生後１０周年の蓄積を基盤としたさいた

ま市のさらなる発展ということに、特に重点を置いてしっかりと取り組ん

でまいりたいと思っております。 

         いずれにしましても、これまでの２年間の取り組みをさらに進めて、子

どもが輝く絆で結ばれたまち、日本一ひらかれたまち、そして日本一身近

ではやい行政、そして日本一しあわせを実感できるまちを目指して、引き

続き努力をしてまいりたいと思っております。 

         以上です。 

〇テレビ埼玉   ありがとうございました。 

        

 

         今の説明についてなんですけれども、まず８―１Ａ街区についてなんで

すけど、きのうの記者会見の中でですね、そのプロジェクトチームを発足

させるというようなことが一部出ていたと思うんですけれども、そのチー

ムについてご説明いただけますでしょうか。 

〇 市  長   今ですね、関係部局、部長級による庁内プロジェクトを設置していこう

ということで進めておりまして、メンバーとしては政策局の理事、それか

幹事社質問に関連した質問 
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ら政策企画部長、保健部長、子ども育成部長、都市計画部長、都心整備部

長、以上の６名でこのプロジェクトチームをつくって、さいたま市として、

この、安心・安全の付加価値を高めていくような施設というものを検討し

ていきたいと思っております。方向性がまだ決まったばかりでありますの

で、検討についてはこれからということになります。 

〇テレビ埼玉   その安心・安全の施設というのは、その病院とは別の１つ箱をつくると

いうイメージなんでしょうか。 

〇 市  長   どこに置かれるかということについてはですね、これから検討して、三

者協議会の中で決められてくるものだと思いますけれども、場所の中につ

いては恐らく、きのう知事からも発言があったように「日赤病院」のほう

は「日赤病院」として独自で建物を建てられるという方向になるかと思い

ますので、どちらかというと、県立病院が入る建物の中に入っていく可能

性が高いのかなということで、これはまだこれからということになると思

います。 

ただ、これまで市の導入機能ということで、サッカープラザにかわる施

設ということで、市民等を構成する検討委員会でずっと検討してきて、「子

ども・多世代ふれあい広場」というものがさいたま新都心にふさわしいと、

一旦提言あるいは結論をいただいております。 

今回、当初の民間の事業者のにぎわいというものを重視したものから、

安心･安全というものに少し状況が変わってきていますので、そういったこ

とも踏まえて、この病院との整合性あるいは親和性というものを踏まえて

中身を検討していこうと思っております。 

〇テレビ埼玉   それと、あと岩槻の病院のほうがですね、移転したら、その場所何もな

くっちゃうという状況になると思うんですけれども、区役所だったりとか

ですね、その岩槻のにぎわいという部分では１つの課題点となる部分にな

るのかなと思ったんですけれども、今後の岩槻については。 

〇 市  長   県立小児医療センターはほとんど蓮田に近いところだと思いますんで、

その岩槻の中心街のにぎわいへの影響というのはそれほどないんではない

かとは思っています。 

〇テレビ埼玉   各社さんありましたら、お願いします。 

〇 毎日新聞   毎日新聞と申します。 
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         ８―１Ａ街区についてなんですが、１０年前の３市合併のときに、庁舎

の移転先として新都心周辺が望ましいという表記があったかと思うんです

が、今回その利用跡地が決定したことで、そこら辺に土地が広い土地を確

保できなくて庁舎移転がなくなるという可能性は高まるというふうに言え

るんでしょうか。 

〇 市  長   いや、その部分とは直接はリンクをしないと考えています。新都心周辺、

ご案内のとおり幾つかまだそういった土地もありますし、また今後の、い

わゆる出先機関の問題等もございますので、８―１Ａに「日赤病院」、それ

から「県立小児医療センター」ができることで、そういった可能性がなく

なるものではないと考えています。 

〇 埼玉新聞   済みません。８―１Ａは対象の土地ではなくなったということで確認さ

せていただきたい。 

〇 市  長   そういうことでしょう。 

〇 朝日新聞   今回の病院の移転でですね、という動きを合わせて庁舎の移転という問

題が今まで以上に活発に議論されるというふうな動きって出てくるんでし

ょうか。 

〇 市  長   基本的にはこれまでも市庁舎、それから区役所も含めて検討していただ

く委員会で議論をしていただいておりますので、今後もそれは動向なども

踏まえて検討していくべきことではあると思っておりますけども、今回の

件が一つの契機としてということではないとは思います。 

〇 産経新聞   済みません、産経新聞ですけど、確認ですけど、つまり新都心への移転

を目指していくという方向性に変わりはないということですね。 

〇 市  長   合併協定書でも明確にさいたま新都心というところに持っていくという

形じゃなくて、そういった声も踏まえて新庁舎の場所については検討して

いくということだったと思いますけれども、その合併協定書に基づいてい

ろいろ検討していくということにはなると思います。 

〇 産経新聞   引き続き。 

〇 市  長   はい。 

〇日本経済新聞  ８―１Ａに関連して、その市のプロジェクトチームというのは、いつご

ろつくられるんですか。 

〇 市  長   これは、早急に。立ち上がっていくと。 
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〇日本経済新聞  今月中ぐらい。 

〇 市  長   そうですね。やはり今月中ぐらいには立ち上げていかないと、おしりが

決まっているというか、ある程度めどが、そのぐらいにはなきゃいけない

というのがありますから、それから逆算をしていくと、そんなにゆっくり

できる状況ではないんじゃないかとは思っています。 

〇日本経済新聞  その県立病院の建物の中にその市の何がしかの施設をつくることは、こ

れはもう前提として動いている。 

〇 市  長   いや、前提ではないです。そういったことも含めて三者でこれから検討

したいと思います。先ほども申し上げましたとおり、基本的には「日赤病

院」と「県立小児医療センター」の２つの高度の医療機関が来ると、そこ

につくる、ということまでは合意しておりますけど、具体的な中身、機能、

そういったものを何にするのかとか、事業手法だとか、そういったものに

ついてはまだこれからということになりますので、検討していく中で決ま

ってくるということになります。 

〇日本経済新聞  市長自身は、何かその県立病院の建物の中にその市の施設をつくりたい

というふうに思っていらっしゃるんですか。 

〇 市  長   １つは、「日赤病院」、それから「小児医療センター」というですね、３次

救急の高度の医療施設が来ますので、もちろんさいたま市民にとっても大

変ありがたいことでありますので、その２つの医療機関をさまざまな形で

補完をするというよりも、より付加価値をつけていくための施設を整備す

るということは、さいたま市にとっても１つの役割を持っているのではな

いかと思っておりますので、基本的にはその２つの施設あるいはその施設

を利用される方々にとってプラスになるようなものを検討していきたいと

思っております。 

〇 ＮＨＫ    病院についてなんですけれども、ちょっと調べていたところ、敷地の面

積が２．４ヘクタールですよね、８―１Ａ街区は。赤十字と、その小児医

療センターは、床面積だけでも合わせて７万近くあって、合わせて９００床

ぐらいという状況があるんですけど、同じぐらいの規模のものというのは、

その狭いところで、余り病院って高層階のイメージはないんですが、可能

であるのかというのと、そもそもその病院、医療施設に賛同された理由と

いうところ、市長としてはにぎわいの創出をしたかったんじゃないかなと
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思うんですが、その理由を聞かせください。 

〇 市  長   基本的には、新都心地区ですから、高さについては通常より割り増しと

いう状況にはあると思うんですけど、最近東京都内の病院なんかは随分高

い病院も、私が知っている限りでも結構あるかなと思っておりますので、

横に敷地がない分、高さということで対応ができるんだろうと思いますけ

れども、それが１点ですね。 

         それから、きのう上田知事も話していましたけど、小児科あるいは産科

という、周産期の医療の部分についてはさいたま市も、それから埼玉県内

も大きな課題を抱えていると思っておりますので、そういった高度の周産

期医療が実現できる施設がさいたま市の中心に来るということはさいたま

市の市民にとっても大変利便性がよく、交通アクセスもいいところにでき

るということで、市民にとってもすごいプラスになると思っているのが

１つと、それから今回の大きな災害があって、さいたまアリーナの災害避

難場所としての役割の大きさというのも感じました。１回目３月１１日の

夜に、まず帰宅困難者のために開放していただき、その後双葉町を初めと

する東日本の、震災から避難されてきた方々の避難場所としてあけていた

だいたりもしましたけれども、全体としても広域的防災拠点ということで

さいたま新都心が位置づけられているというようなこともありますので、

総合的に考えるとふさわしい施設になるのではないかと。 

あともう一つは、やはり当初予定されていた民間事業者が撤退するとい

うことを受けて、私たちなりにもいろんな形でアンケートをとったり、調

査をしたりしたわけですけれども、やはりここ近い将来ぐらいの中で考え

ていくとすると、なかなか民間主導でそういったにぎわいを創出するよう

な施設をつくるには、少しというか、かなり難しいという部分も背景には

あると思っておりますので、そうした中でこういう大きな災害を受けて、

また新都心全体として考えても、またさいたま市にとってもふさわしいも

のではないかと私自身は思っていますけど、ベストではないかもしれませ

んけど、かなりいい選択ではないかと思っています。 

〇テレビ埼玉   ほかにありますでしょうか。 

〇 埼玉新聞   プロジェクトチームの議論なんですけれども、以前にあった計画の「子

ども・多世代ふれあい広場」は、その議論の土台というか、たたき台にな
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るのか。市長としてですね、「子ども・多世代ふれあい広場」のコンセプト

を生かしていたいという考えがおありなのかをお伺いできますか。 

〇 市  長   そうですね、１つは県立の小児医療センターが来るということで、この

「子ども・多世代ふれあい広場」という大きな考え方については、十分対

応できるものではないかとは思っていますけど。 

ただ具体的な施設等について言うと、当初はにぎわいを創出することが

前提でしたので、少なくともにぎわいというよりは、病院が来るというこ

とで安全だとか安心だとか、あるいはその高度の医療施設等々に合うよう

なものに、コンセプトは極端に変わらないとは思っているんですけども、

具体的なものについては当初考えていたものよりは多少変化があるものに

なる可能性はあると思います。 

〇 埼玉新聞   じゃ、コンセプトは変わらないということは、その議論の土台の一つに

なるということ。 

〇 市  長   そうですね、土台の一つにはなってくると思います。 

〇テレビ埼玉   ほかにありますでしょうか。 

〇 産経新聞   産経新聞です。２年間を振り返ってということなんですけども、済みま

せん、８割というふうに数字でおっしゃいましたけども、マニフェストの

進捗状況は結局どのぐらい、数字で言うとどのぐらいなのか、もう一度ち

ょっと確認したいのと、あとその進捗状況に対して市長はどう評価してい

るかということをお願いします。 

〇 市  長   これ２年目の内部評価ということでやったものでは８１％（会見後訂正

８３％）だったと思います。１年目よりは少し、ちょっと達成率が２％（会

見後訂正４％）ほど悪くなったという部分もありますけれども、私自身は、

マニフェストについてはおおむね順調に進んでいるという認識を持ってお

ります。 

ただやはりこういった大きな災害が起こったり、あるいはマニフェスト

に掲げていない部分の要素なども含めて考えていくとやはり課題としては

まだあると思いますし、そのマニフェストの進捗だけで点数はつけられな

いと思っていますので、おおむね点数をつけるとすれば、そうですね、

７５点ぐらいかなという感じでは思っています。 

〇テレビ埼玉   ほかに。 
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〇 毎日新聞   ２年間、今後の課題として地下鉄７号の延伸についてさっき触れられて

いましたが、６日に検討会の１回目を開かれるということで、改めてその

意欲というか、抱負みたいなのを聞かせていただけますか。 

〇 市  長   そうですね。平成２４年度までに都市鉄道等利便増進法の事業の手続に

入れるようにという目標を掲げてやってきましたけれども、一つ大きなも

のとしては、人口減少の局面を迎えつつあるという中での事業性、また国

の公共事業の需要予測、あるいは事業評価方法の見直しなど、そういった

動きも出てきております。 

私たちとしてはもちろん平成２４年度というのを目標に進めているわけ

なんですけども、もう一方で経済性を十分検証しつつという項目も入れさ

せていただいており、そういう環境的にはかなり厳しい中にあるとは思っ

ております。 

私たちとしては、まちづくりでどういうふうな形のまちづくりを地下鉄

７号線延伸で行っていくのかというようなことも含めて、その重要性につ

いては十分に検証しながら、この事業がしっかりとできるように取り組ん

でいきたいとは思っています。 

〇 毎日新聞   その検討委員会のほうで、かなり厳しいというような結果が出た場合に、

見直す考えが生じる可能性というのはあるんですか。 

〇 市  長   その辺は、検討状況を踏まえて、あるいは答申等がなされると思います

ので、それを受けて検討していくということだろうと思いますので、現時

点ではまだ、それについてどうするこうするということは申し上げられま

せん。 

〇 埼玉新聞   ２年間の自己評価７５点ということをおっしゃっていたんですけれども、

先ほどマイナス点として今の地下鉄７号線とですね、大宮駅東口再開発が

今まだ思いどおりいっていないと、それ以外のマイナス点、残り２５点の

内容を教えていただけますか。 

〇 市  長   そうですね。１つは、これからのさいたま市を考えたとき、以前もちょ

っとお話ししたかもしれませんけど、大きくは少子化、高齢化というトレ

ンドがあって、しかもかなり急激なスピードで、それに対応した形という

か、対応した施策をしっかりと行っていく必要があると、これは行財政改

革という視点も含めてやっていかなくてはいけないと思っているんですけ
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ども、そういった取り組みについて、一歩一歩進めている部分もあります

けど、まだもう少し、しっかりと対応していかなければいけない、ちょっ

と遅れているというような分野もあると思っていますので、そういったこ

とが少しマイナス点になっているということだと思います。 

〇テレビ埼玉   ほかにありますでしょうか。 

〇 埼玉新聞   済みません、埼玉新聞といいます。ちょっと地下７に関連するんですけ

ど、浦和美園駅周辺のまちづくりについて、これまでの評価、市長さんの

評価をお伺いしたいんですけど、評価とこれからですね。 

〇 市  長   そうですね、やはり当初予定よりは遅れているという認識を持っており

ますし、一昨年のリーマンショックがあったり、景気が非常に厳しく低迷

しているという状況の中で、なかなかまだまちづくりが思うように進んで

いないという状況がございます。 

ただ、さいたま市にとりましても、やはり浦和美園地区周辺のまちづく

りというのは、今後大変重要な課題の一つだと思っておりますので、当初

よりは若干スピード感がゆっくりになるという部分はあるかもしれません

けれども、しっかりとやっていかなければいけない大きな課題だと思って

います。 

〇テレビ埼玉   ほかにありますでしょうか。 

         それでは、そのほかに質問がある方は質問してください。 

 

 

〇 時事通信   済みません、時事通信と申します。昨日ですね、政府の集中検討会議で

社会保障改革案がまとめられました。中身としてはですね、消費税が、社

会保障費を賄うためには消費税増税がやむを得ないと、２０％を目指した

いというようなことも含まれておりまして、ただ社会保障の、消費税、税

収がですね、年金、高齢医療、介護、少子化対策と国費の割合が高いもの

が課題として挙げられていて、地方が独自に行っている乳幼児健診とかが

ん検診などは触れられていないんですよね。その社会保障費のとらえ方が

国費に偏っていることに関して、地方の単独事業がその改革案に反映され

ていないことに関して、どのように市長がお考えなのかということとです

ね、たとえ増税しても地方消費税のパーセンテージとかポイントが上がら

その他：政府の社会保障改革案について 
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ないと、地方の負担は同じに、変わらないわけですよね。その地方消費税

の論議が置き去りにされてしまっているような部分も改革案にはあるんで

すが、そこの懸念についての２点、お聞かせください。 

〇 市  長   そうですね。前半の部分と後半の部分、答えもある意味では一緒になっ

てくると思うんですけど、今回のこの検討委員会ですか、これについては

地方の代表がきちんと参画をしていなくて、ヒアリングについては多少行

われているということではありますけれども、これらを決めていくプロセ

スの中に地方の代表が入っていないということは今お話のとおりですね。 

国からの目線だけの社会保障改革ということになってしまって、本来そ

れを実際に執行し、住民、市民の皆さんから最も近くにいる基礎自治体、

あるいは都道府県なども含めて、地方の声が十分に反映されない中で議論

されて、決定していくということについては非常に憂慮していますね。や

はりもともと民主党政権においては地域主権、地方分権というものを大変

重視してきてやっていらっしゃるわけでしょうから、ここの社会保障改革

の部分については、地方が入っていないというのはどうしても私たちとし

ては納得もできないし、この部分を十分配慮してやっていただかないと、

子ども手当のときのような議論になってしまうんではないかという不安感、

あるいは不信感というようなものがわいてしまう感じはしています。 

〇 時事通信   地方消費税の議論が置き去りにされてしまうという…… 

〇 市  長   基本的には、今現行では、今の案では１％ぐらいということですけども、

やはり本来このふやす部分、通常やっぱり２％ぐらいですね。 

〇 時事通信   ２％。 

〇 市  長   ええ、地方にしっかりと……パーセンテージはちょっとやめておきまし

ょう。いわゆる消費税を増税する部分の国と地方の割合をきっちり明確に

して議論をしていただかないと、国だけで増収分を賄ってしまうというこ

とではなくて、地方にその財源もきちっと配分をしていただくということ

をやっていただかないと、地方としては賛成することは非常に難しいんじ

ゃないかと思っています。 

〇 時事通信   その改革案…… 

〇 事務局    補足いたしますと、昨日、政府の社会保障集中改革検討会議でまとめら

れた資料の中に、消費税の配分先については「社会保障給付における国と
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地方の役割分担に応じた消費税収の配分」という文章があるんですが、ご

質問にもありましたように社会保障給付の範囲が、年金とか医療・介護保

険とかというふうに限られたほうに解釈しますと、年金なんかほとんど国

がやっておりますので、そうすると当然ふえた分は国に厚く配分するとい

う解釈がなされるんではないかと懸念しております。先ほどご質問にもあ

りましたように、地方団体で独自にやっている子どもの関係の経費みたい

なところが十分勘案されないで、市長が申し上げましたように全部国のほ

うにということになると、地方としては今我々がやっていることができな

くなるということを大変懸念をしているということです。 

〇 時事通信   ちょっと関係するんですけども、増税の問題で、改革案では２０％、最

終目標上げて、１５年度には１０％の増税が必要であるというようなこと

を言っているんですけども、その引き上げについて市長自身は、実現はま

ず可能かどうか、またその是非ですね、すべきかどうかというところをお

聞かせください。 

〇 市  長   そうですね、中身をきちんとまだ精査をしていないので、そのパーセン

テージについて可能かどうかということについては、ちょっとお答えは今

すぐすることは難しいですけども、感覚的に言うと、最終的に２０％に持

っていくということが現状として可能かどうかというのは多少の疑問符が

あるなとは思っていますけども。 

〇 時事通信   １５年度までの１０％増はどうでしょうか。 

〇 市  長   震災復興との絡みも当然あるでしょうから、段階的に上げていくという

ことではありますけれども、経済の影響だとかそういったことも十分に勘

案をして実施をしていくことが必要だと思います。 

単純に今社会保障改革の中でだけの議論で上げていくというよりは、震

災後ということも十分に配慮した中でやっていくことが必要だと思ってい

ますので、これは１０％が、それが適正なのかどうかということはちょっ

と現時点では、まだ十分精査していないので、申し上げられません。 

〇テレビ埼玉   ほかにありますでしょうか。 

 

 

〇 朝日新聞   済みません、朝日新聞です。今全国の市町村でですね、放射線の測定を

その他：さいたま市独自の放射線測定の実施について 
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各都道府県でやっていると思うんですけど、各市町村でも独自にやってい

るところが出てきていると思うんですね。さいたま市のほうで、それを独

自にやられるご予定はあるんでしょうか。 

〇 市  長   今この放射線量の調査の問題は、本当にたくさんの問い合わせなどがさ

いたま市役所にも来ておりますし、市長への手紙などでもいろんな要望が

寄せられているところでもございますので、私たちとしても今検討してい

るところでございます。 

現時点ではさいたま市では、県が国の委託によって桜区の県の衛生研究

所の屋上で空間放射線量、放射線物質を測定しておりますが、非常に高い

ところでのサンプリングであるということもありますので、地表近くでの

放射線量を知りたい市民の皆さんから、多数今メール、電話、あるいは市

長への手紙などでたくさん要望が寄せられています。そうした中で、先般

埼玉県ではですね、今後県内を６キロメッシュで区切って１００カ所ほど

での地点で６４市町村を網羅して、５０センチ、そして１００センチの高

さで放射線量の測定を行うこととしておりまして、さいたま市内でも複数

の地点で測定をしていただくことにもなっておりますが、さいたま市とし

ても、この県の調査に加えて、やはり独自でこういった調査についてもや

っていく必要性があると考えて検討を進めているところで、原発災害関連

研究チームというものを関係部署１４課で構成し、かつ放射線等の専門的

な知識を有する学識経験者の方にも参加をいただいて、市内の放射線量の

調査方法、あるいは測定データの評価についてアドバイスをいただきなが

ら、そういった独自の測定調査を行っていきたいと思っております。 

詳細については、今詰めている段階でございますので、基本的には、こ

の調査方法がばらつくと非常に比較ができにくい、把握がしにくいという

ようなことがありますので、県と調査方法等などについて連携を図りなが

ら実施をしていきたいと思っております。これは、できるだけ早く実施を

していきたいと思います。 

〇日刊工業新聞  日刊工業新聞です。それに関連してなんですけれども、独自に放射線測

定器関係の機器を導入したりと、そういうこともまたその中に入ってくる

んですか。 

〇 市  長   そうですね。現状で言えば消防局に数台ある程度ですので、独自に購入
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するというようなことも含めて検討したいと思います。ただ、今購入する

には、何か品物がなかなかないというようなお話もございますので、当初

は委託するような形になるかもしれませんけれども、早目にそういった独

自の調査ができるように検討を進めていきたいと思っています。 

〇 朝日新聞   済みません、この前市の下水処理センターのほうで汚泥の調査をしたら

微量の放射性物質が検出されたんですが、そのときやっぱり汚泥のその基

準というのはですね、安全基準というのがまだ国から明確に示されていな

いというお話があったんですけど、今回その先ほど話があった原発関連チ

ームができたときに、そういう基準をしっかりするようにとかというガイ

ドラインを出すとかですね、風評被害に対してしっかり対応するようにと

いうような、国に申し入れるような、そういうこともやっぱり今後やって

いかれるんでしょうか。 

〇 市  長   そうですね。そういう意味では統一的な基準であったり、その調査方法

であったり、そういったものをきちっとやらないと測定をしても安全なの

か安全じゃないのかというのが、それぞれの判断でまちまちになってしま

うということになると、かえって市民の皆さんに混乱を来すことになりま

すので、私たちとしては今専門家の方に入っていただいて、当面それが示

されないうちは独自で、そういった専門家からアドバイスをいただいてや

っていこうと思っていますけど、本来はやっぱり国でしっかりとその基準

を明確にしていくべきではないかと思っていますけど。 

〇 朝日新聞   汚泥についても、そのチームで検討していくということですか。 

〇 市  長   汚泥については……はい、じゃ。（事務局に） 

〇 事務局    環境対策課です。今対策チームの中でですね、下水汚泥を所管する部署

も入って検討はしております。 

〇 市  長   よろしいでしょうか。 

〇テレビ埼玉   ほかにありますでしょうか。 

 

 

〇 ＮＨＫ    済みません、ＮＨＫです。この夏、節電が求められる中で、昨年度高齢

者の方で結構熱中症とかというのがはやった、すごい数が多かったという

ことで、特に独居の方ですとか、その高齢者の見守りについて何か対策は

その他：節電の中での独居のお年寄りの熱中症対策について 
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検討されていますか。 

〇 市  長   今年度予算でもですね、高齢者の見守り制度を確立するための予算措置

をさせていただいておりまして、各地区社協の方々を中心にですね、自治

会とか、民生委員の皆さん、そういった方々とも連携をとりながら、高齢

者の皆さんの見守りの充実を図っていきたいと思っております。特に今年

は、ご案内のとおり節電の問題があって、過度に節電を気にしすぎる余り

に、エアコンを全くつけないというようなことになったりとかということ

で事故が起きてしまってはいけないと思っておりますので、その辺につい

てはいろんな関連する機関とも連携をとりながらその辺の注意を呼びかけ

ていきたいと思っておりますし、あわせて見守り活動も進めていきたいと

思っています。 

〇 ＮＨＫ    何か具体的に予定、その行事というか、そういった機会を設ける予定は

あるんですか。 

〇 市  長   １つは、ひとり暮らしの高齢者、あるいは老人だけの世帯の方々に、今

回安全安心キットを届けさせていただくこともやる予定になっております

ので、幾つかの事業を複合的につなぎ合わせる中で、高齢者の皆さんにそ

ういったことを呼びかけていきたいと思っています。 

〇テレビ埼玉   ほかにありますでしょうか。 

         どうもありがとうございました。以上をもちまして、本日の記者からの

質問を終了させていただきます。 

〇 進  行   どうもありがとうございました。 

         次回の開催は、６月２３日木曜日、１３時３０分を予定しておりますので、

よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。 

 

午後２時３８分閉会 

※ この議事録は、明らかな言い直し、重複した言葉遣い、あいまいな

語尾などを読み易く整理したものを掲載しています。 

なお、会見後訂正・補足等された文言等については「会見後訂正・

補足」とし下線を付しています。 


